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内部統制に関する基本方針および運用状況
　
内部統制に関する基本方針の内容および運用状況の概要は、次のとおりです。

　
【内部統制に関する基本方針】
当社は、経営環境の変化に適切且つ速やかに対応するため、意思決定の迅速化、透明性、公平

性の維持を最優先することを念頭に置くとともに、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する
ことを目的として、会社法が求める当社および当社グループ関係会社が業務を適正かつ効率的に
運営していくことを確保する体制および金融商品取引法が求める財務報告の適正性を確保するた
めの体制を以下のとおり定める。

（１）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　
当社は、取締役の職務の執行状況を明確にするため、文書管理規定等に定めた職務執行の状況

に係る情報の文書化、文書の重要度に応じた保存および管理に関する体制を整備、構築し、その
有効性を継続的に評価する。
　
（２）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　
①当社は、事業目的を阻害するさまざまなリスクの発生を未然に防止するとともに、リスクが顕
在化した場合、損害の拡大防止や当社の社会的信用の維持を図るため、リスク・コンプライア
ンス委員会規定に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を取締役会の下部組織として設置
する。

②当社は、生産・営業・研究・管理部門等の多角的検討により策定した規定に基づく業務執行に
係るリスクの発生を未然に防止するための体制を整備、構築し、その有効性を継続的に評価す
る。

③当社は、監査室および品質環境保安室が各部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期
的に取締役会に報告し、取締役会は必要に応じて対処する。

④当社は、リスクが顕在化した危機に際しては、事業継続を実現することを目的に、危機管理規
定、危機管理マニュアルに基づき適切に対処する。

（３）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　
当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われるようにするため、取締役会において各取締役

に担当職務を委嘱し、取締役および各部門長で構成される経営会議を原則毎月２回招集するなど
事業運営の効率化を図るとともに、取締役会が意思決定および監督機関として、経営会議の審議
や討議の結果を踏まえ、会社全体の経営課題について決議を行う体制を整備、構築する。
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（４）取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する
ための体制

　
①当社は、法令および定款の遵守の重要性に鑑み、コンプライアンス綱領、コンプライアンス倫
理綱領「迷ったら」、コンプライアンス行動マニュアルその他必要な規定を策定し、取締役お
よび当社グループで業務に従事する者に対する周知徹底、定期的な研修を実施する体制を整
備、構築する。

②当社は、事業部門から独立した監査室が内部監査規定に基づき各部門の業務組織の運営状態な
らびに資産の実態を監査し、代表取締役社長および監査等委員会へ報告するとともに、リス
ク・コンプライアンス委員会が法令遵守、倫理の遵守等コンプライアンス体制の管理を行う体
制を整備、構築する。

③当社は、コンプライアンス上の問題が生じた場合に、当社グループで業務に従事する者が直接
情報提供を行う通報窓口として、リスク・コンプライアンスホットラインを設置する。

（５）株式会社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適
正を確保するための体制

　
当社は、当社グループにおける業務の適正を確保するために、関係会社管理規定その他必要な

規定を策定するとともに、関係会社に対しても内部監査規定、内部監査要項等に基づき必要な監
査を実施する。また、特に、当社コンプライアンス綱領、コンプライアンス倫理綱領「迷った
ら」、コンプライアンス行動マニュアルについては、当社グループで業務に従事する者すべてに
周知徹底する。
①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制

当社の関係会社管理規定に基づき、当社グループ関係会社の職務の執行に係る事項の当社へ
の報告に関する体制を整備、構築する。

②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社のリスク・コンプライアンス委員会が、当社グループ関係会社の事業目的を阻害するさ
まざまなリスクの発生を未然に防止するとともに、リスクが顕在化した場合、損害の拡大防止
や当社グループの社会的信用の維持を図るため、当社グループ関係会社とともに適切な対処を
行う体制を整備、構築する。

③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の関係会社管理規定に基づき、当社グループ関係会社の取締役の職務の執行が効率的に
行われる体制を整備、構築する。

④子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
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の体制
当社グループは、コンプライアンス綱領、コンプライアンス倫理綱領「迷ったら」、コンプ
ライアンス行動マニュアルその他必要な規定を、当社グループ関係会社の取締役および業務に
従事する者に対し周知徹底する体制を整備、構築する。

　
（６）監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
　
当社は、監査等委員会から補助使用人の設置の要請があった場合には、監査等委員会と十分な

協議の上、必要な対処を行う。
　
（７）監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役（監査等委員である取締役を

除く。）からの独立性に関する事項
　
監査等委員会を補助すべき使用人を置いた場合には、補助使用人の人事異動についてあらかじ

め監査等委員会の意見を聴取し、その意見を十分に尊重する等、補助使用人の取締役（監査等委
員である取締役を除く。）からの独立性を確保する。
　
（８）監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する

事項
　
監査等委員会を補助すべき使用人を置いた場合には、監査等委員会の意見を十分に尊重した対

応等により、補助使用人が監査等委員会の指示を確実に実行できる体制を構築する。
　
（９）監査等委員会への報告に関する体制
　
①取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人が監査等委員会に報告をするための
体制
取締役（監査等委員である取締役を除く。）および当社で業務に従事する者が、会社に著し
い損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合に、直ちに監査等委員会に報告す
る体制および監査等委員である取締役が取締役会のみならず経営会議等に出席し、当社におけ
る重要な意思決定の過程や業務執行状況について十分な報告を受けられる体制ならびにリス
ク・コンプライアンスホットラインに通報された事項をすみやかに監査等委員会に報告する体
制を構築する。

②子会社の取締役等またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするた
めの体制
当社グループ関係会社の取締役等が、関係会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があ
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ることを発見した場合に、関係会社管理責任者等から直ちに当社監査等委員会に報告する体制
および当社監査等委員会が、往査等により関係会社における重要な意思決定の過程や業務執行
状況について十分な報告を受けられる体制ならびにリスク・コンプライアンスホットラインに
通報された事項をすみやかに当社監査等委員会に報告する体制を構築する。

　
（10）監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱

いを受けないことを確保するための体制
　
当社は、リスク・コンプライアンスホットライン制度その他の規定に基づき、前号の報告をし

た者を保護する。
　
（11）監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）

について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について
生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　
当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用は、監査等委員会の意見を聴取しその意

見を十分に尊重する等協議の上、関連規定を整備し当該職務の執行に係る費用を適切に確保し処
理する。
　
（12）監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　
当社は、監査等委員会規則および監査等委員会監査等基準その他の規定に基づき、監査等委員

である取締役および監査等委員会が代表取締役と、当社が対処すべき課題、監査等委員会監査の
環境整備の状況、監査上の重要課題等について定期的に会合をもち意見交換をすることにより相
互認識を深めるなど監査の実効性が確保される体制を整備、構築する。
　
（13）財務報告の適正性を確保するための体制
　
当社は、財務報告の適正性を確保するために必要な業務の体制を整備、構築し、その有効性を

継続的に評価する。

【内部統制に関する基本方針の運用状況の概要】
（１）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・職務の執行過程で取り交わされた重要な契約書および職務執行の状況に係る情報の文書等は、
各部門が調査対象であるリスク・コンプライアンス定期チェック等により当社グループにおい
て適正に管理されていることを確認しております。
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（２）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・本年度もリスク・コンプライアンス委員会が、当社グループで業務に従事する者を対象とした
リスク・コンプライアンス実態調査とリスク・コンプライアンス定期チェックを実施し、リス
ク管理とコンプライアンスの確保の状況を確認しております。

・監査室および品質環境保安室は各部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締
役会に報告しております。

・取締役会は、リスク・コンプライアンス委員会、監査室および品質環境保安室のリスク管理と
コンプライアンスの確保の状況の報告に基づき、必要な措置を講じております。

・取締役会は、リスク・コンプライアンス委員会から、コンプライアンスに関する個別事案の報
告があったときは、事案への対応と再発防止対策を関係部門に指示するなど有効に機能してい
ます。

　
（３）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会を原則毎月２回開催し、取締役および各部門長で構成される経営会議を毎月２回招集
するなど事業運営の効率化を図り、かつ資料配付を会日の数日前までに行ったこと等により、
十分な審議、迅速な意思決定が図れております。また、必要に応じて臨時取締役会および書面
決議も適宜実施しております。

・取締役会の意思決定に基づく業務執行と監督の分離を目的とした執行役員制度を継続しており
ます。

　
（４）取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する

ための体制
・リスク・コンプライアンス委員会が、法令遵守、倫理の遵守等当社グループにおけるコンプラ
イアンスの確保に取り組んでおります。

・監査室は、各部門の業務組織の運営状態ならびに資産の実態等を定期的および随時監査してお
り、その結果は社長および監査等委員会に報告され、適宜業務改善の提言・勧告をしておりま
す。

・当社グループで業務に従事する者が直接情報提供を行う通報窓口として、リスク・コンプライ
アンスホットラインを設置しており、その運営状況の確認に基づき同ホットラインは機能して
いると判断しております。なお、リスクコンプライアンス委員会は、同ホットラインへの情報
提供者を秘匿し不利益な取扱いを行いません。
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（５）株式会社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適
正を確保するための体制

　
・当社グループのコンプライアンス確保の取り組みを強化するため、コンプライアンス綱領を改
訂し、また、コンプライアンスの確保において、ダイバーシティ（多様性）の流れが明確にな
る中、無意識の偏見（アンコンシャス・バイアス）への意識を高め多様な人財が働きやすい環
境整備をする取り組みの一つとして、コンプライアンス行動マニュアルの一部を改訂するなど
取り組みを開始しております。

・社内外のルールを遵守することを含む当社が大切にしている価値観・行動指針を明確化した
「ARAKAWA WAY ５つのKIZUNA」を当社グループ全社員で共有するため、ワークショッ
プを行うなど、その浸透活動に継続して取り組んでおります。

・当社グループは、コンプライアンス綱領、コンプライアンス倫理綱領「迷ったら」、コンプラ
イアンス行動マニュアル等の周知によるコンプライアンス意識向上に取り組んでおります。

・監査室は、子会社の運営状態ならびに資産の実態等を定期的および随時監査しており、その結
果は社長および監査等委員会に報告され、当該子会社に業務改善の提言・勧告をしておりま
す。

　
（６）監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
　
・監査等委員会から補助使用人設置は求められておりませんが、要請があった場合には、監査等
委員会と十分な協議の上、必要な対処を行います。

　
（７）監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役（監査等委員である取締役を

除く。）からの独立性に関する事項
　
・監査等委員会から補助使用人設置は求められておりませんが、置いた場合には、補助使用人の
人事異動についてあらかじめ監査等委員会の意見を聴取し、その意見を十分に尊重する等、補
助使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保いたします。

　
（８）監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する

事項
　
・監査等委員会から補助使用人設置は求められておりませんが、置いた場合には、監査等委員会
の意見を十分に尊重した対応等により、補助使用人が監査等委員会の指示を確実に実行できる
体制を構築いたします。
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（９）監査等委員会への報告に関する体制
　
・取締役会、経営会議のみならず各部門の重要な会議を通して、監査等委員に経営の重要な意思
決定の過程や業務執行状況について報告を行っております。

・当社は、当社グループで業務に従事する者が直接情報提供を行う通報窓口として、リスク・コ
ンプライアンスホットラインを設置し、同ホットラインへの通報は、すみやかに監査等委員会
へ報告する体制を構築しております。

(10）監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱
いを受けないことを確保するための体制

・当社は、リスク・コンプライアンスホットライン制度その他の規定に基づき、監査等委員会へ
報告した者を保護する体制を維持しております。

(11）監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）
について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について
生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

・監査等委員の職務の執行に関して生ずる費用は適切に確保し、処理しております。

(12）監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員は、取締役会、経営会議のみならず各部門の重要な会議に出席し、経営の重要な意
思決定の過程や業務執行状況について十分な監査を行っており、さらに監査上の重要課題につ
き社長との会合を四半期毎に実施するなど、監査の実効性を確保しております。

(13）財務報告の適正性を確保するための体制
・財務報告の適正性を確保するための体制は、適正に整備・運用され、内部統制構築専門委員会
の活動を通じてその有効性を継続的に評価しております。
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連結注記表
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項
（１）連結子会社の数 15社
主要な連結子会社の社名は「１．企業集団の現況に関する事項（６）重要な子会社の状況」に記載しております。

（２）非連結子会社の数 １社
非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等は、いず
れも連結計算書類に重要な影響を及ぼしておりません。

２．持分法の適用に関する事項
（１）持分法非適用の非連結子会社数 １社
（２）持分法非適用の関連会社数 １社
持分法の適用から除外した非連結子会社および関連会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見
合う額）等に及ぼす影響は軽微であり、全体として連結計算書類に重要な影響を及ぼしておりません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
海外連結子会社の決算日と連結決算日との差異は、３ヵ月を超えないため仮決算は実施せず、連結決算日との間に生じた重要な取引
について連結上必要な調整をおこなっております。

４．会計方針に関する事項
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法

②たな卸資産
主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
当社および国内連結子会社は
建物（建物附属設備を除く）
a 1998年３月31日以前に取得したもの
旧定率法によっております。
b 1998年４月１日から2007年３月31日までに取得したもの
旧定額法によっております。
c 2007年４月１日以降に取得したもの
定額法によっております。
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建物以外
a 2007年３月31日以前に取得したもの
旧定率法によっております。
b 2007年４月１日以降に取得したもの
定率法によっております。
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法によっております。

また、在外連結子会社は定額法を採用しております。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（３）重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等を勘案した信用格付けに基づく引当率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上してお
ります。
③役員賞与引当金
役員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しており
ます。
④修繕引当金
将来の修繕費用の支出に備えるため、定期修繕を必要とする機械装置等について将来発生すると見積もられる修繕費用のうち当
連結会計年度までに負担すべき金額を計上しております。

（４）退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、主に給付算定式基
準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法によ
り按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。
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③小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務
とする方法を用いた簡便法を適用しております。

（５）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外
子会社等の資産および負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益および費用は期中平均相場により円貨に換
算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定および非支配株主持分に含めております。

（６）重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
また、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理をおこなっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段 為替予約取引
・ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務
③ヘッジ方針
創業以来の「本業を重視した経営」の精神に則り、為替変動リスクのみをヘッジしております。
為替変動リスクは、実需原則に基づき為替予約取引をおこなうものとしております。
④ヘッジ有効性の評価
為替予約取引については、為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振り当て
ているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので、決算日における有効性の評価を省略してお
ります。

（７）のれんの償却方法及び償却期間
５年間の均等償却をおこなっており、金額的に重要性がない場合は発生時の費用とすることとしております。

（８）その他連結計算書類作成のための重要な事項
①繰延資産の処理方法
開業費については、５年間の均等償却をおこなうこととしております。
社債発行費については、支出時に全額費用として処理しております。
②消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

表示方法の変更に関する注記
連結損益計算書関係
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取補償金」は、営業外収益の総額の100分の10を超えた
ため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。
なお、前連結会計年度の「受取補償金」は８百万円であります。

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当連結会計年度から適用し、連結注記表
に（会計上の見積りに関する注記）を記載しております。
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会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度末において、粘接着セグメントに属する一部の資産グループの固定資産（帳簿価額1,485百万円）について、減損
の兆候があると判断しております。
ただし、当該資産グループの事業計画に基づき算定した回収可能価額が資産グループの固定資産の帳簿価額を超えると判断した
ため、減損損失を計上しておりません。

（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
当社の資産グループについて収益性低下や土地・建物等の時価下落等、減損の兆候があると認められる場合には、当該資産グル
ープについて減損テストを実施しております。
減損テストについては当該資産グループの回収可能価額（正味売却価額又は使用価値のいずれか高い方の金額）と、当該資産グ
ループの固定資産の帳簿価額とを比較して判定しております。
判定の結果、回収可能価額が固定資産の帳簿価額を下回り、減損損失の認識が必要とされた場合には、帳簿価額を回収可能価額
まで減額し、当該帳簿価額の減少額を減損損失として認識しております。
当連結会計年度においては、減損の兆候があると判定された資産グループについて、当該資産グループの継続的使用から生じる
使用価値が固定資産の帳簿価額を上回ったため、減損損失を認識しておりません。
②主要な仮定
当該資産グループの使用価値の算定にあたっては、取締役会において承認された事業計画を基礎として将来のキャッシュ・フロ
ーを見積っております。
将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な仮定は、事業計画の基礎となる将来の予想販売単価および予想販売数量としてお
ります。
予想販売単価および予想販売数量の見積りは現時点における実際販売単価および実際販売数量ならびに当該資産グループが属す
る市場の将来予測を基準として将来の販売額を見積っております。
また、翌連結会計年度における新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、当連結会計年度の第３四半期以降に回復した
需要が2021年４月以降においても継続するものと仮定し、当該資産グループの将来キャッシュ・フローに加味して見積っており
ます。
③翌年度の連結計算書類に与える影響
上記の事業計画および主要な仮定は現時点の最善の見積りを反映しているものの、新型コロナウイルスの感染状況の急速な悪化
や再拡大による経済活動の停滞が懸念される状況下において、見積りに用いた仮定の不確実性は高く、当該仮定に状況変化が生
じた場合には減損損失の判断に影響を及ぼす可能性があります。

連結貸借対照表に関する注記
①担保に供している資産
土地貸借のための有価証券 7百万円
土地貸借のための投資有価証券 5百万円
土地貸借のための保証金 0百万円
②有形固定資産の減価償却累計額 62,798百万円
③記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

11

　



連結損益計算書に関する注記
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書に関する注記
①発行済株式の種類及び総数に関する事項
当連結会計年度の末日における発行済株式の総数
普通株式 20,652,400株

②剰余金の配当に関する事項
（１）剰余金の配当に関する事項

イ．2020年６月23日開催の第90期定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 436百万円
・１株当たり配当額 22円00銭
・基準日 2020年３月31日
・効力発生日 2020年６月24日

ロ．2020年11月２日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 436百万円
・１株当たり配当額 22円00銭
・基準日 2020年９月30日
・効力発生日 2020年12月１日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの
2021年６月18日開催予定の第91期定時株主総会において次のとおり付議いたします。
・配当金の総額 476百万円
・１株当たり配当額 24円00銭
・基準日 2021年３月31日
・効力発生日 2021年６月21日

③記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
①金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金調達については事業計画および設備投資計画から策定した資金計画に基づき必要な資金（主に銀行借入）
を調達しております。一時的な余資は短期的な預金や安全性の高い金融資産に限定しております。デリバティブ取引は、後述する
リスクを回避するために利用し、投機的な取引はおこないません。
②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金等は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信
管理規程に従い、取引先ごとの期日管理および残高管理をおこなうとともに、主な取引先の信用状況を年度ごとに把握する体制と
しております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的
に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが６ヶ月以内の支払期日であります。短期借入金は主に営業取引に係る資
金調達であり、社債および長期借入金（原則として５年以内）は主に設備投資に係る資金調達であります。
また、営業債務、社債ならびに借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金計画を作
成するなどの方法により管理しております。
デリバティブ取引は、外貨建営業債権債務に係る将来の為替相場リスクを軽減する目的で、為替予約取引を利用しております。
為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを有しておりますが、為替予約取引の契約先はいずれも信用度の高い国内の銀行で
あるため、相手先の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。
また、為替予約取引については、取引権限および取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を
得ておこなうこととしております。
ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「４．会計方針に
関する事項」に記載されている「（６）重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。
③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当
該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあ
ります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2021年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

（１）現金及び預金 8,464 8,464 ―
（２）受取手形及び売掛金 23,097 23,097 ―
（３）電子記録債権 1,746 1,746 ―
（４）投資有価証券

その他有価証券（※１） 8,325 8,325 ―
（５）支払手形及び買掛金 9,650 9,650 ―
（６）短期借入金 7,844 7,844 ―
（７）社債（※２） 10,000 9,997 △2
（８）長期借入金（※１） 3,945 3,944 △0
（※１）その他有価証券には１年内償還予定のものを、長期借入金には１年内返済予定のものを含んでおります。
（※２）社債には、1年内償還予定の社債を含んでおります。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
（１）現金及び預金、（２）受取手形及び売掛金、並びに（３）電子記録債権

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（４）投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、有価証券は取引所の価格または取引金融機関から提示され
た価格によっております。

（５）支払手形及び買掛金、並びに（６）短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（７）社債
元利金の合計額を、同様の社債を発行した場合に適用されると考えられる利率で割り引いて現在価値を算定しておりま
す。

（８）長期借入金
元利金の合計額を、同様の新規借り入れをおこなった場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定しておりま
す。
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（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 62
投資事業組合出資金 172

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（４）投資有価証券」には含めてお
りません。

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

預金 8,454 ― ― ―
受取手形及び売掛金 23,097 ― ― ―
電子記録債権 1,746 ― ― ―
投資有価証券
　その他有価証券のうち
　満期があるもの
　 国債・地方債等 7 5 ― ―
合計 33,304 5 ― ―

（注４）社債および長期借入金の返済予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

社債 5,000 ― ― 5,000 ― ―
長期借入金 132 98 3,715 ― ― ―
合計 5,132 98 3,715 5,000 ― ―

１株当たり情報に関する注記
①１株当たり純資産額 2,884円66銭
②１株当たり当期純利益 109円35銭
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個別注記表
重要な会計方針に係る事項
１．有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法
主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）

３．固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
建物（建物附属設備を除く）
a 1998年３月31日以前に取得したもの
旧定率法によっております。
b 1998年４月１日から2007年３月31日までに取得したもの
旧定額法によっております。
c 2007年４月１日以降に取得したもの
定額法によっております。
建物以外
a 2007年３月31日以前に取得したもの
旧定率法によっております。
b 2007年４月１日以降に取得したもの
定率法によっております。
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法によっております。

②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
④長期前払費用
均等償却しております。
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４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

５．引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等を勘案した信用格付けに基づく引当率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上しておりま
す。
③役員賞与引当金
役員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
④退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。
・退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按
分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しておりま
す。
なお、退職給付債務から未認識数理計算上の差異等を控除した金額を年金資産が超過する場合には、当該超過額を前払年金費用
として計上しております。

⑤修繕引当金
将来の修繕費用の支出に備えるため、定期修繕を必要とする機械及び装置等について将来発生すると見積もられる修繕費用のうち
当事業年度までに負担すべき金額を計上しております。

６．ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
また、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理をおこなっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段 為替予約取引
・ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務
③ヘッジ方針
当社は、創業以来の「本業を重視した経営」の精神に則り、為替変動リスクのみをヘッジしております。
為替変動リスクは、実需原則に基づき為替予約取引をおこなうものとしております。
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④ヘッジ有効性の評価
為替予約取引については、為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振り当てて
いるため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので、決算日における有効性の評価を省略しておりま
す。

７．その他計算書類作成のための重要な事項
①退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理
の方法と異なっております。
②繰延資産の処理方法
社債発行費については、支出時に全額費用として処理しております。
③消費税等の会計処理
税抜方式により処理しております。

表示方法の変更に関する注記
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当事業年度から適用し、個別注記表に
（会計上の見積りに関する注記）を記載しております。

会計上の見積りに関する注記
該当事項はありません。

貸借対照表に関する注記
①有形固定資産の減価償却累計額 46,043百万円
②保証債務 3,971百万円

Arakawa Europe GmbH 1,627百万円
広西梧州荒川化学工業有限公司 1,782百万円
南通荒川化学工業有限公司 257百万円
ARAKAWA CHEMICAL（THAILAND）LTD. 213百万円
荒川化学合成（上海）有限公司 85百万円
柏彌蘭科技股份有限公司 3百万円
その他 0百万円

③関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権 1,441百万円
短期金銭債務 700百万円
長期金銭債務 8百万円

④記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書に関する注記
①関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 2,562百万円
仕入高 7,264百万円
その他の営業取引高 533百万円
営業取引以外の取引高 1,265百万円

②記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書に関する注記
①事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数
普通株式 813,371株
②記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金 336百万円
固定資産評価損 24百万円
未払事業税 30百万円
その他 473百万円
繰延税金資産小計 864百万円
評価性引当額 △107百万円
繰延税金資産合計 756百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △1,565百万円
固定資産圧縮積立金 △279百万円
前払年金費用 △259百万円
その他 △20百万円
繰延税金負債合計 △2,125百万円
繰延税金負債純額 △1,368百万円
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リースにより使用する固定資産に関する注記
貸借対照表に計上した固定資産のほか、工具、器具及び備品等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使
用しております。

関連当事者との取引に関する注記
子会社等

（単位：百万円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有割合 関連当事者との関係 取引内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 Arakawa Europe GmbH 所有 直接100％ 債務保証

債務保証(注)１ 1,509 － －
保証料の受取(注)
１ 0 その他流動資産 0

債務保証(注)２ 117 － －
保証料の受取(注)
２ 0 その他流動資産 0

子会社 広西梧州荒川化学工業有限公司 所有 直接100％ 債務保証 債務保証(注)３ 1,782 － －

子会社 千葉アルコン製造株式会社 所有 直接 51％ 資金援助
資金の貸付(注)４ 3,100 関係会社短期貸付金 3,100

関係会社長期貸付金 10,300
利息の受取(注)４ 72 その他流動資産 13

（注）１. 子会社の借入につき、金融機関に債務保証をおこなったものであり、年率0.2%の保証料を受領しております。
２. 子会社の仕入債務につき、取引先に債務保証をおこなったものであり、年率0.2%の保証料を受領しております。
３．子会社の借入につき、金融機関に経営指導念書を差し入れております。
４．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

１株当たり情報に関する注記
①１株当たり純資産額 2,477円31銭
②１株当たり当期純利益 97円55銭
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重要な後発事象に関する注記
当社は、2017年11月28日開催の取締役会においてコスモエネルギーホールディングス株式会社および丸善石油化学株式会社との３
社間で、当社の連結子会社である千葉アルコン製造株式会社（以下「当該子会社」という）の設立に関する合弁契約書を締結するこ
とを決議し、2018年１月29日に契約を締結いたしました。当契約に基づき、次のとおり当該子会社の増資を実施いたしました。

１．増資の目的
当該子会社の操業開始にあたって、財務基盤を強化するため

２．増資の内容概要
(1) 払込増資金額 2,019百万円
(2) 払込日 2021年４月26日

３．増資する連結子会社の概要
(1) 名称 千葉アルコン製造株式会社
(2) 設立年月日 2018年２月９日
(3) 事業の概要 水素化石油樹脂の製造および販売
(4) 生産能力 ２万トン／年
(5) 決算期 ３月31日
(6) 増資後資本金 2,000百万円（増資前資本金 20百万円）
(7) 出資比率 当社 51％

コスモエネルギーホールディングス株式会社 14％
丸善石油化学株式会社 35％
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